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（注）１．第28期第２四半期については四半期連結財務諸表を作成しているため、第28期第２四半期累計（会計）期間に

代えて第28期第２四半期連結累計（会計）期間について記載しております。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、第28期第２四半期連結累計（会計）期間及び第28期は連結財務

諸表を作成しているため、第29期第２四半期累計（会計）期間は関連会社がないため、記載しておりません。

３．第28期第２四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効

果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第28期 

第２四半期連結
累計期間 

第29期 
第２四半期 
累計期間 

第28期 
第２四半期連結

会計期間 

第29期 
第２四半期 
会計期間 

第28期 

会計期間 

自平成21年 
７月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成22年 
10月１日 

至平成22年 
12月31日 

自平成21年 
７月１日 

至平成22年 
６月30日 

売上高（千円）  18,894,124  2,846,804  10,062,347  1,451,429  30,297,781

経常利益（千円）  592,695  510,576  399,272  301,530  546,230

四半期（当期）純利益（千円）  421,191  177,660  267,191  177,826  2,591,989

持分法を適用した場合の投資利益

（千円） 
 －  －  －  －  －

資本金（千円） － －  －  667,782  667,782

発行済株式総数（株） － －  －  115,019  115,019

純資産額（千円） － －  3,387,444  6,750,744  6,793,851

総資産額（千円） － －  17,257,586  15,873,571  14,871,664

１株当たり純資産額（円） － －  40,471.74  67,272.66  67,702.23

１株当たり四半期（当期）純利益

金額 
 5,205.79  1,770.43  3,192.30  1,772.08  23,030.08

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  1,733.56  －  1,735.90  22,567.10

１株当たり配当額（円）  －  －  －  －  2,200

自己資本比率（％） － －  19.6  42.5  45.7

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △290,731  875,959 － －  －

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △18,120  △115,420 － －  －

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 551,009  △228,585 － －  －

現金及び現金同等物の四半期末残

高（千円） 
－ －  7,397,537  11,273,754  －

従業員数（人） － －  298  74  76

－ 1 －



当第２四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数（パートタイマー、契約社員）は、当第２四半期会計期間の平均人

員を（ ）内に外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年12月31日現在

従業員数（人） ( ) 74 12

－ 2 －



 当社は前年同四半期においては、連結財務諸表作成会社であり、個別の経営成績を開示しておりませんが、比較、

参考のため、前年同四半期との比較は、個別の経営成績との比較を記載しております。 

(1) 受注状況 

 当第２四半期会計期間の受注状況を事業サービスごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

        ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

 当第２四半期会計期間の販売実績を事業サービスごとに示すと、次のとおりであります。オンラインビジネスサ

ービスのうちＰＩＮオンライン販売サービスと電子認証サービスのうち95bus.comサービスの売上高の表示につき

まして、第１四半期会計期間より純額表示しておりますが、前年同四半期との比較においては、前年同四半期の数

値を純額表示したものと比較しております。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

２．当第２四半期会計期間における主要な販売先及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。 

       （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 仕入実績 

 当第２四半期会計期間の仕入実績を事業サービスごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

    ２．マルチペイメントサービスのうち、請求書発行代行サービスにおける封筒、請求書用紙等の仕入を記載して

おります。 

第２【事業の状況】

１【受注及び販売の状況】

サービスの名称 受注高（千円） 
前年同四半期比

（％）  
受注残高（千円） 

前年同四半期比
（％）  

マルチペイメントサービス（千円）  1,845  8.6  1,845  18.0

合計  1,845  8.6  1,845  18.0

サービスの名称 

  
当第２四半期会計期間 

（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

前年同四半期比（％）  
  

マルチペイメントサービス（千円）  1,169,946  122.0

オンラインビジネスサービス（千円）  237,329  116.6

電子認証サービス（千円）  44,154  115.8

合計  1,451,429  120.9

相手先 

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

AMAZON.COM INT'L SALES,INC.  379,585  26.2

サービスの名称 

  
当第２四半期会計期間 

（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

  
前年同四半期比（％）  

  
  
  

マルチペイメントサービス（千円）  5,678  105.8

合計  5,678  105.8

－ 3 －



当第２四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。   

  

(1) 業績の状況 

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、一部の経済指標に持ち直しに向けた動きがみられるものの、海

外景気の下振れ懸念や為替レートの変動などにより景気が下押しされるリスクが依然として存在する状況が続いて

おります。 

このような情勢のもと、当社は前事業年度において企業再編を行い、ＩＴ事業の積極的な展開を進めるにあた

り、当事業年度を初年度とする５カ年の中期経営計画を新たに策定し、中期経営計画に掲げられた目標を実現すべ

く、諸施策を着実に実行してまいりました。 

各サービス別の概況は以下のとおりとなっております。 

なお、平成22年６月期第２四半期においては連結財務諸表作成会社であり、個別の経営成績を開示しておりま

せんが、比較、参考のため、前年同期との比較は個別の経営成績の数値との比較を記載しております。また、オン

ラインビジネスサービスのうちＰＩＮオンライン販売サービスの売上高と、電子認証サービスのうち95bus.comサ

ービスの売上高の表示につきまして、当事業年度より純額表示に変更しております。これは売上高から仕入高を相

殺のうえ純額表示する会計処理の変更であり、売上高は大幅に減少しますが、利益面には影響がありません。（詳

細は「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」をご覧ください。）なお、前年同期実績を純

額表示した場合の売上高及び売上原価の比較は以下の表のとおりであります。 

① マルチペイメントサービス 

マルチペイメントサービスにつきましては、ＥＣ市場の拡大により、取扱量が好調に推移いたしました。また

高速バスのチケット発券の領域において、従来のコンビニ発券に加えて、クレジットカード、ネットバンクなどで

決済したお客様に、Ｗｅｂ乗車証を発行するサービスを開始いたしました。自宅にいながらにしてチケットを購入

できるこのサービスは利用者の利便性向上策でもあり、決済件数増加にも寄与いたしました。決済手段の拡充にも

継続して取組んでおり、新たな電子マネーの決済サービスを開始いたしました。これらの結果、マルチペイメント

サービスの売上高は1,169百万円（前年同期比22.0％増）、売上総利益は357百万円（前年同期比27.2％増）となり

ました。 

② オンラインビジネスサービス 

ＰＩＮオンライン販売サービスでは、当事業年度より売上高を総額表示から純額表示に変更しました。前年同

期を純額表示とした場合と比較すると、売上高は電子マネー向けの取扱量の増加を主因として増加しました。ネッ

トＤＥ受取サービスでは、サービスの認知度向上に取り組み、新たなニーズの開拓による利用分野の拡大に取組み

ました。また、コンビニとのネットワークを有効利用した新たなサービスの開発に取組み、決済の周辺領域へのサ

ービス拡充を目指しております。これらの結果、オンラインビジネスサービスの売上高は237百万円（前年同期比

16.6％増）、売上総利益は87百万円（前年同期比33.0％増）となりました。 

③ 電子認証サービス 

新規事業の柱として、サービスの更なる拡充と収益改善に取組みました。今後当社の持続的成長を担うビジネ

スモデルとして、サービスの範囲の拡大と顧客開拓に積極的に取組んでまいりました。当第２四半期累計期間の電

子認証サービスの売上高は44百万円（前年同期比15.8％増）、売上総利益は△12百万円（前年同期は売上総利益

△20百万円）となりました。 

  

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  
平成22年６月期第２四半期 

会計期間 

平成23年６月期第２四半期 

会計期間 

 売上高（百万円） 1,200 1,451 

 売上原価（百万円） 874 1,019 

 売上総利益（百万円） 326 431 

 （相殺分（百万円）） （6,242) （8,006) 

－ 4 －



以上の結果、当社の当第２四半期会計期間の売上高は1,451百万円（前年同期比20.9％増）となりました。一方

損益面では、費用の発生予定が第３四半期会計期間以降に一部ずれ込んだことなどにより、営業利益は229百万円

（前年同期比104.4％増）となりました。また前事業年度末に評価損を計上した複合金融商品につきまして、対象

株価の好転などで評価益が65百万円発生したため、経常利益は301百万円（前年同期比127.7％増）となりました。

四半期純利益は177百万円（前年同期比150.5％増）となりました。 

    

(2) 財政状態の分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における当社の総資産は15,873百万円（前事業年度末比1,001百万円増）となりまし

た。これは主に有価証券の増加4,301百万円がある一方、現金及び預金の減少3,769百万円によるものであります。

負債合計は9,122百万円（前事業年度末比1,045百万円増）となりました。これは主にPINオンライン販売サービス

の買掛金の増加やマルチペイメントサービスの収納代行預り金の増加によるものであります。 

 純資産合計は6,750百万円（前事業年度末比43百万円減）となりました。主な増加要因は四半期純利益177百万

円、主な減少要因は配当金220百万円で、自己資本比率は42.5％となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

（注）第１四半期会計期間より四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、数値についての前年同 

   四半期比較は行っておりません。 

  

 ① 営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第２四半期会計期間末における当社の現金及び現金同等物（以下、資金という）の残高は、第１四半期会計期

間末比881百万円増加し11,273百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は以下のとお

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間において、営業活動により増加した資金は910百万円となりました。主な増加要因は税引

前四半期純利益301百万円、減価償却費64百万円、仕入債務の増加額579百万円、収納代行預り金の増加額533百万

円、主な減少要因は売上債権の増加額453百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、減少した資金は26百万円となりました。主な支出要因は無形固定資産の取得による支出29百万

円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、減少した資金は２百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出５百万

円であります。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

① 基本方針の内容の概要 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値

ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者である必要があると考えて

おります。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、昀終的には当社の株主全体の意思に基

づき行われるべきものと考えております。また当社は、当社株式の大量買付がなされる場合、これが当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。 

 しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取

締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が事業計画や代替案等を提示

するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすた

めに買収者との協議・交渉等を必要とするものなど、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないもの

も少なくありません。特に、現在の当社には、(a)当社の中核事業である収納代行事業を安全に遂行すべく、もと

もと健全な財務状況を確保していることに加え、(b)当社が保有する完全子会社であった株式会社一髙たかはしの

全株式を売却処分し、多額の現金を保有する特殊な事情が存在いたします。 
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 したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式の大量買

付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による当社株式

の大量買付に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向

上する必要があると考えております。 

  

② 前記①の基本方針に係る取り組みの具体的内容 

ⅰ．財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み 

 当社は、平成８年の実質的創業以来、「思い」を持った社員とともに自らの可能性を信じ続け“世の中にあった

ら便利なしくみ”を自らリスクを負って開発し、社会に対して“すぐに利用できる具体的な形＝プラットホー

ム”として提供するという企業理念に基づき、収納代行事業者の草分けの新興企業として業績を伸ばしてきまし

た。そして、平成21年度には、当社の中核事業の収納代行事業に必要とされる強靭な財務体質の確保等の観点か

ら、時価総額において大幅に逆転していた元親会社である株式会社一髙たかはしを株式交換により完全子会社化し

たことに伴い、当社のさらなる成長と発展のための基盤をより強固なものといたしました。 

 そして、現在の当社は、(a)多数の事業者様からの信頼を得て、そのお客様から多額の収納金を預かるととも 

に、(b)お取引いただく収納代行機関様も増え、また、社内関係においては、(c)株式交換により株式会社一髙たか

はしの株主様に当社の株主様になっていただくなど株主様の数も増え、(d)事業の拡大にあわせて社員の数も増え

ました。そこで、当社は、ＩＴ関係の新興企業から、このような多種多様なステークホルダーの皆様に、よりご満

足いただける企業に生まれ変わるべく、原価構成分析システムの構築を通じて事業内容の可視化を進め、新規事業

取組プロセスの透明化を図り、それらを支援するための人事評価システムを更新しております。 

 また、当社は、事業規模の拡大及び事業内容の複雑化を踏まえ、平成21年度以降、実質的創業メンバーに加え

て、業務執行体制強化のために取締役数を増員し、さらに独立役員となる社外取締役及び社外監査役を経営陣に迎

えて、コーポレート・ガバナンスの確立と強化を図ってまいりました。各独立役員は、当社取締役会において忌憚

のない意見を述べ、時には実際に経営者提案の議案に反対するなど、経営者に対する牽制、監督機能を十分に果た

しております。 

ⅱ．基本方針に照らして不適切な者によって当該株式会社の財産及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み 

当社は、平成22年５月24日開催の取締役会において、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させる

ことを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第

118条第３号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）を決定するとともに、この基本方針に照

らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つと

して、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入いたしま

した。本プランは、株主の皆様のご意思に従い、株主総会または取締役会の決議に基づいて廃止できるように設計

されており、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させることを目的としております。  

 本プランは、当社の株券等に対する買付等（注１）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」とい

います。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う

時間を確保したうえで、株主の皆様に取締役会の事業計画や代替案等を提示したり、買付者等との協議・交渉等を

行ったりするための手続きを定めております。なお、買付者等には、本プランに係る手続きを遵守していただき、

本プランに係る手続きの開始後、当社取締役会において新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する決

議がなされるまでの間または株主総会において新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する決議がなさ

れるまでの間、買付等を進めてはならないものとしております。 

買付者等が本プランにおいて定められた手続きに従うことなく買付等を行うなど、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合は、当社は当該買付者等による権利行使は原則として認

められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引き換えに新株予約権を取得する旨の取

得条項が付された新株予約権をその時点のすべての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第

277条以降に規定されます。）により割り当てます。 

（注１）対象となる買付等とは、以下の①または②に掲げる者をいいます。 

   ①当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付等 

   ②当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株 

    券所有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

  

－ 6 －



③ 前記②ⅱ．の取り組みについての当社取締役会の判断及びその判断に係る理由 

本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に事業計画・代替案等を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株

主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行ったりすることを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものであります。 

 本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、平成22年９月25日開催の第28回定時株主総会におい

て、株主の皆様のご承認を頂き、有効期間を当該定時株主総会の終結後３年以内に終了する事業年度のうち、昀終の

のものに関する定時株主総会の時までとしております。また、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総

会において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合、株主総会で選任された取締役により構成される取締役会

において、本プランを廃止する旨の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意

味で、本プランの導入及び廃止は、当社株主の皆様の意思に基づくこととなっております。 

 本プランは、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会

による恣意的判断を排するために、当社経営陣から独立した、企業経営等に関する専門知識を有する者のみから構成

される独立委員会の判断を経ることとなっております。また、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことに

より透明性を確保しており株主共同の利益確保に必要かつ相当な範囲内の対抗措置であると考えます。  

当社は、以上の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取り組みは、当社の株主共同の利益

を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

  

(5) 研究開発活動 

当第２四半期会計期間においては、データセンターのコスト削減とベストパフォーマンスの実現を目指した仮

想化技術の導入検討に取組みました。当第２四半期会計期間における研究開発費は、1,228千円となりました。  

－ 7 －



(1) 主要な設備の状況 

 当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。  

   

(2) 設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期会計期間において、前四半期会計末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更は

ありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。  

   

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

   

旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。 

第２回無担保新株予約権付社債（平成16年６月28日発行） 

（平成16年６月11日臨時株主総会決議） 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  273,120

計  273,120

種類 
第２四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（平成22年12月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式  115,019  115,019

大阪証券取引所 

ＪＡＳＤＡＱ 

（スタンダード） 

当社は単元株制

度は採用してお

りません。 

計  115,019  115,019 － － 

(2)【新株予約権等の状況】

区分 
第２四半期会計期間末現在 
（平成22年12月31日） 

新株予約権付社債の残高（円）  －

新株予約権の数（個） （注）１ 6

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  3,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 17,500（注）２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月１日 

至 平成26年６月27日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格    

資本組入額   

17,500

8,750

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部について行使請求することはでき

ない。 

新株予約権の譲渡に関する事項 

・本社債と本新株予約権を分離して譲渡することはできな

い。ただし、本社債が消滅した場合はこの限りでない。

・本社債消滅後に本新株予約権を譲渡する時は、取締役会

の承認を要するものとする。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 
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 （注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は500株であります。 

２．当社が本新株予約権付社債の発行後、株式分割または株式併合を行なう場合には、次の算式により行使価額

を調整します。 

計算の結果１円未満の端数を生じたときは、円未満小数第３位まで算出し、小数第３位を切り捨てます。本

新株予約権付社債の発行後、当社が行使価額を下回る価額で普通株式を発行する場合には、次の算式により行

使価額を調整します。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式総数（当社普通株式に

係る自己株式数を除く）をいう。 

計算の結果１円未満の端数を生じたときは、円未満小数第３位まで算出し、小数第３位を切り捨てます。 

３．第２回無担保新株予約権付社債は平成16年６月29日に繰上償還しております。 

４．平成16年９月15日開催の取締役会決議に基づき、平成16年10月１日付をもって株式１株を10株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

５．平成18年６月13日開催の取締役会決議に基づき、平成18年７月１日付をもって株式１株を２株に分割してお

ります。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格及び資

本組入額が調整されております。 

  

 該当事項はありません。 

  

   

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋ 

新規発行株式数×１株当り払込金額 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
調整前行使価額 

既発行株式数＋新規発行株式数 

(3)【ライツプランの内容】

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成22年10月１日～ 

平成22年12月31日 

 －  115,019  －  667,782  －  3,509,216
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 ①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

   

(5)【大株主の状況】

    平成22年12月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ウェルネット株式会社  東京都千代田区内幸町１丁目１－７  14,670   12.75

株式会社日本政策投資銀行  東京都千代田区大手町１丁目９－１  11,500   9.99

株式会社三井住友銀行  東京都千代田区丸の内１丁目１－２  5,016   4.36

東京中小企業投資育成株式会社  東京都渋谷区渋谷３丁目29－22  4,668   4.05

柳本孝志  札幌市清田区  4,648   4.04

株式会社北洋銀行  札幌市中央区大通西３丁目11  3,792   3.29

株式会社北海道銀行  札幌市中央区大通西４丁目１  2,892   2.51

髙橋雄一郎  札幌市清田区  2,616   2.27

宮澤一洋  東京都江東区  2,280   1.98

萬範幸  北海道江別市  2,280   1.98

計 －  54,362   47.26

(6)【議決権の状況】

  平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    14,670 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   100,349  100,349 － 

単元未満株式 － － － 

発行済株式総数  115,019 － － 

総株主の議決権 －  100,349 － 

  平成22年12月31日現在

所有者の氏名 

又は名称 
所有者の住所 

自己名義所有 

株式数（株） 

他人名義所有 

株式数（株） 

所有株式数の 

合計（株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％） 

ウェルネット 

株式会社 

東京都千代田区内幸町 

１丁目１番７号 

ＮＢＦ日比谷ビル26階 

 14,670  －  14,670  12.75

計 －  14,670  －  14,670  12.75

－ 11 －



【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

（注）最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＡＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
７月 

８月 ９月 10月 11月 12月 

最高（円）  77,500  84,000  70,800  62,500  63,600  73,500

最低（円）  62,000  60,100  59,100  51,100  49,200  56,100

３【役員の状況】

－ 12 －



１．四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について 

(1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

(3）前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平

成21年7月1日から平成21年12月31日まで）は四半期連結財務諸表を作成しているため、前第２四半期会計期間（平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第２四半期累計期間（平成21年7月1日から平成21年12月31日ま

で）に係る四半期損益計算書並びに前第２四半期累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る

四半期キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日

まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年7月1日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結損益計算書

並びに前第２四半期連結累計期間（平成21年７月1日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結キャッシュ・

フロー計算書を記載しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日か

ら平成21年12月31日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係

る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第２

四半期累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、創研合同監査

法人による四半期レビューを受けております。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

  

  

  

  

  

第５【経理の状況】
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※2  6,972,374 ※2  10,741,800

売掛金 ※3  2,120,174 1,615,000

有価証券 4,301,379 －

商品 2,228 2,432

仕掛品 697 1,092

貯蔵品 1,519 1,249

その他 66,287 150,112

流動資産合計 13,464,661 12,511,687

固定資産   

有形固定資産 ※1  652,897 ※1  725,666

無形固定資産 414,305 394,239

投資その他の資産 1,341,705 1,240,072

固定資産合計 2,408,909 2,359,977

資産合計 15,873,571 14,871,664

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※3  3,265,847 2,564,000

未払法人税等 103,000 305,000

収納代行預り金 ※2  5,309,840 ※2  4,797,116

引当金 － 94,500

その他 164,725 238,716

流動負債合計 8,843,413 7,999,333

固定負債   

長期借入金 60,000 70,000

退職給付引当金 － 1,984

役員退職慰労引当金 213,507 －

その他 5,906 6,495

固定負債合計 279,413 78,479

負債合計 9,122,826 8,077,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 667,782 667,782

資本剰余金 3,509,216 3,509,216

利益剰余金 3,836,910 3,880,017

自己株式 △1,263,165 △1,263,165

株主資本合計 6,750,744 6,793,851

純資産合計 6,750,744 6,793,851

負債純資産合計 15,873,571 14,871,664
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（２）【四半期損益計算書】 
【前第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,894,124

売上原価 16,602,998

売上総利益 2,291,125

販売費及び一般管理費 ※  1,852,402

営業利益 438,722

営業外収益  

受取利息 4,605

受取配当金 139

負ののれん償却額 139,651

匿名組合投資利益 46,855

その他 24,219

営業外収益合計 215,470

営業外費用  

支払利息 26,036

株式交付費 19,110

持分法による投資損失 6,799

その他 9,552

営業外費用合計 61,498

経常利益 592,695

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,178

固定資産売却益 36,286

その他 1,960

特別利益合計 41,425

特別損失  

固定資産売却損 5,602

固定資産除却損 15,946

事務所移転費用 8,562

障害対応費 5,059

特別損失合計 35,169

税金等調整前四半期純利益 598,951

法人税、住民税及び事業税 116,040

法人税等調整額 61,718

法人税等合計 177,759

四半期純利益 421,191
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【当第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,846,804

売上原価 1,987,929

売上総利益 858,874

販売費及び一般管理費 ※  426,398

営業利益 432,476

営業外収益  

受取利息 13,258

複合金融商品評価益 64,450

その他 1,008

営業外収益合計 78,716

営業外費用  

支払利息 616

営業外費用合計 616

経常利益 510,576

特別損失  

役員退職慰労引当金繰入額 209,871

特別損失合計 209,871

税引前四半期純利益 300,704

法人税、住民税及び事業税 98,756

法人税等調整額 24,287

法人税等合計 123,043

四半期純利益 177,660
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【前第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,062,347

売上原価 8,827,039

売上総利益 1,235,307

販売費及び一般管理費 ※  949,388

営業利益 285,918

営業外収益  

受取利息 1,468

受取配当金 13

負ののれん償却額 69,825

持分法による投資利益 405

匿名組合投資利益 46,855

その他 9,364

営業外収益合計 127,932

営業外費用  

支払利息 12,953

その他 1,625

営業外費用合計 14,579

経常利益 399,272

特別利益  

固定資産売却益 8,238

その他 1,960

特別利益合計 10,199

特別損失  

固定資産売却損 3,612

固定資産除却損 15,946

事務所移転費用 8,562

特別損失合計 28,120

税金等調整前四半期純利益 381,350

法人税、住民税及び事業税 58,634

法人税等調整額 55,524

法人税等合計 114,158

四半期純利益 267,191
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【当第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,451,429

売上原価 1,019,762

売上総利益 431,667

販売費及び一般管理費 ※  202,632

営業利益 229,035

営業外収益  

受取利息 6,596

複合金融商品評価益 65,350

その他 848

営業外収益合計 72,794

営業外費用  

支払利息 299

営業外費用合計 299

経常利益 301,530

税引前四半期純利益 301,530

法人税、住民税及び事業税 92,857

法人税等調整額 30,845

法人税等合計 123,703

四半期純利益 177,826
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
【前第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 598,951

減価償却費 306,362

のれん償却額 8,279

負ののれん償却額 △139,651

引当金の増減額（△は減少） △2,051

受取利息及び受取配当金 △4,744

支払利息 26,036

匿名組合投資損益（△は益） △46,855

有形固定資産売却損益（△は益） △30,684

売上債権の増減額（△は増加） △816,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,394

仕入債務の増減額（△は減少） 1,011,810

収納代行預り金の増減額（△は減少） 116,074

その他 21,712

小計 956,457

利息及び配当金の受取額 23,047

利息の支払額 △24,063

役員退職慰労金の支払額 △26,137

障害対応費の支払額 △69,019

法人税等の支払額 △1,151,017

営業活動によるキャッシュ・フロー △290,731

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △207,759

有形固定資産の売却による収入 60,972

無形固定資産の取得による支出 △149,068

投資有価証券の償還による収入 200,000

匿名組合出資金の払戻による収入 62,051

その他 15,683

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,120

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 350,000

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △219,701

自己株式の取得による支出 △21,977

自己株式の売却による収入 444,307

配当金の支払額 △92,939

その他 △8,680

財務活動によるキャッシュ・フロー 551,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 242,157

現金及び現金同等物の期首残高 7,155,380

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  7,397,537
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【当第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 300,704

減価償却費 130,006

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,984

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 213,507

受取利息及び受取配当金 △13,258

支払利息 616

複合金融商品評価損益（△は益） △64,450

売上債権の増減額（△は増加） △505,174

たな卸資産の増減額（△は増加） 329

その他の流動資産の増減額（△は増加） 620

仕入債務の増減額（△は減少） 701,847

収納代行預り金の増減額（△は減少） 512,723

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,241

その他の流動負債の増減額（△は減少） △15,564

小計 1,245,681

利息及び配当金の受取額 17,843

利息の支払額 △623

役員退職慰労金の支払額 △94,500

法人税等の支払額 △292,441

営業活動によるキャッシュ・フロー 875,959

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7,760

無形固定資産の取得による支出 △67,058

その他投資の増減 △40,601

投資活動によるキャッシュ・フロー △115,420

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △10,000

リース債務の返済による支出 △569

配当金の支払額 △218,015

財務活動によるキャッシュ・フロー △228,585

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 531,953

現金及び現金同等物の期首残高 10,741,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  11,273,754
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該当事項はありません。 

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年12月31日） 

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。なお、

これによる損益に与える影響はありません。 

（売上高の純額表示） 

 オンラインビジネスサービスのうちＰＩＮオンライン販売サービスの売上高と

電子認証サービスのうち95bus.comサービスの売上高の計上につきまして、従来、

信用リスクの負担等を鑑み総額表示しておりましたが、平成21年７月９日公表

「我が国の収益認識に関する研究報告（中間報告）－ＩＡＳ第18号「収益」に照

らした考察－」(日本公認会計士協会 会計制度委員会研究報告第13号）を契機と

して、最近の会計実務慣行等を総合的に勘案し、経営成績をより明瞭に表示する

ことができると判断し、第１四半期会計期間より売上高から仕入高を相殺のう

え、収益のみ純額表示する会計処理に変更しております。これにより、当第２四

半期累計期間は従来の方法に比較して売上高及び売上原価がそれぞれ15,586,077

千円減少しておりますが、売上総利益以下の各段階利益に与える影響はありませ

ん。 

（役員退職慰労引当金） 

 当社の役員退職慰労金は、前事業年度におきましては、取締役会決議に基づ

き、平成22年９月25日開催の定時株主総会おける決議を前提に退任取締役に対す

る退職慰労金相当額を引当計上しておりましたが、第１四半期会計期間におい

て、役員退職慰労金に関する内規を取締役会で決議し、制定したことに伴い、内

規に基づく期末要支給額を計上しております。この変更により、当第２四半期累

計期間発生額3,635千円は販売費及び一般管理費に、過年度発生額209,871千円は

特別損失に計上しております。この結果、営業利益及び経常利益は3,635千円減少

し、税引前四半期純利益は213,507千円減少しております。 

  

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

固定資産の減価償却の算定方法 定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。 

法人税等並びに繰延税金資産及び

繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前事

業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方

法によっております。 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第２四半期会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前事業年度末 
（平成22年６月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。 

711,247 ※１．有形固定資産の減価償却累計額は、 千円で

あります。 

631,735

※２．収納代行預り金 

   収納代行預り金は回収代行業務に係る預り金であ

り、それに見合う金額が預金に含まれております。 

※２．収納代行預り金 

同左 

※３．会計処理基準に関する事項の変更に記載したとお

り、当第１四半期会計期間より、オンラインビジネス

サービスのうちPINオンライン販売サービスと電子認

証サービスのうち95bus.comサービスについては、売

上高から仕入高を相殺のうえ、収益のみ純額表示され

ていますが、当該取引に係る売掛金及び買掛金は、そ

れぞれ 千円及び 千円、両建てで計

上しております。  

1,770,800 2,994,002

         ──────── 

（四半期損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

給料手当及び賞与 千円592,597   

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

給料手当及び賞与 千円116,880   

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

給料手当及び賞与 千円285,040   

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

  

給料手当及び賞与 千円53,889   
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年12月31日現在）

  

  

現金及び預金勘定 千円7,734,387

預入期間が３ヵ月を超える   

定期預金等 千円△336,850

現金及び現金同等物 千円7,397,537

  

 現金及び現金同等物には、収納代行預り金に見合う金

額 千円が含まれております。  4,818,645

  

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年12月31日現在）

  

現金及び預金勘定 千円6,972,374

有価証券（ＭＲＦ） 千円4,301,379

現金及び現金同等物 千円11,273,754

   

 現金及び現金同等物には、収納代行預り金に見合う金

額 千円が含まれております。 5,309,840
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当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日）及び当第２四半期累計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22

年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式     115,019株 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式      14,670株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

  第２回無担保新株予約権付社債の新株予約権 

新株予約権の目的となる株式の種類        普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数          3,000株 

新株予約権の四半期会計期間末残高         －千円 

  

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

５．株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年９月25日 

定 時 株 主 総 会 
普通株式 220,767 2,200 平成22年６月30日

   

平成22年９月27日 

   

利益剰余金 
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 当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日） 

 有価証券（MRF）の四半期貸借対照表計上額4,301,379千円は、当社の事業の運営において重要なものとなって

おり、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるものの、市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難なため、四半期貸借対照表日における時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との差額並

びに当該時価の算出方法の記載は行っておりません。  

  

 当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日） 

  前事業会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありません。 

  

当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日） 

デリバティブ取引の四半期会計期間末の契約額等は、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められるもの

はありません。 

  

当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日） 

当社は、本社の不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債

務に関する賃借資産の使用期限が明確ではなく、現在のところ移転等も予定されていないことから、資産除去債

務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（持分法損益等）

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）

（資産除却債務関係）
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前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日）  

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、提供するサービス及び商品を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な内容 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

     

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  
ＩＴ事業 
（千円） 

エネルギー 
事業  

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高                                      

(1）外部顧客に対する売上高 7,428,787 2,633,559 10,062,347  － 10,062,347

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
14,643 497 15,141  (15,141) －

  計 7,443,431 2,634,057 10,077,488  (15,141) 10,062,347

営業利益 112,068 177,156 289,224  (3,305) 285,918

  
ＩＴ事業 
（千円） 

エネルギー 
事業  

（千円） 
計（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円） 

売上高                                      

(1）外部顧客に対する売上高 14,737,961 4,156,163 18,894,124  － 18,894,124

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
27,623 1,363 28,987  (28,987) －

  計 14,765,584 4,157,527 18,923,111  (28,987) 18,894,124

営業利益 262,416 179,576 441,992  (3,270) 438,722

事業区分  主な内容  

ＩＴ事業  マルチペイメントサービス、オンラインビジネスサービス、電子認証サービス

エネルギー事業  ＬＰガス・灯油等燃料類販売、燃焼機器類販売、修理及び据付工事  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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第２四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）  

当社はIT事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報）  

当第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

当第２四半期会計期間末（平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

（賃貸等不動産関係）
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１．１株当たり純資産額 

       ２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

  

（１株当たり情報）

当第２四半期会計期間末 
（平成22年12月31日） 

前事業年度末 
（平成22年６月30日） 

１株当たり純資産額 67,272.66円 １株当たり純資産額 67,702.23円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額 5,205.79円   

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
  

  
前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  421,191   

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   

普通株式に係る四半期純利益（千円）  421,191   

期中平均株式数（株）  80,908   

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

──────   

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額 1,770.43円

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益金額  
1,733.56円

  

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成22年７月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  177,660   

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   

普通株式に係る四半期純利益（千円）  177,660   

期中平均株式数（株）  100,349   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －   

普通株式増加数（株）   2,134   

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

──────   
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 （注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注）１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額 3,192.30円   

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
  

  
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  267,191   

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   

普通株式に係る四半期純利益（千円）  267,191   

期中平均株式数（株）  83,699   

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

──────   

当第２四半期会計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額 1,772.08円   

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益 
1,735.90円

  

  
当第２四半期会計期間 

（自 平成22年10月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（千円）  177,826   

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   

普通株式に係る四半期純利益（千円）  177,826   

期中平均株式数（株）  100,349   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益調整額（千円）  －   

普通株式増加数（株）   2,092   

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要 

──────   
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該当事項はありません。 

  

 当第２四半期会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日） 

 リース取引開始日が会計基準適用初年度開始以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、当第２四半期会計期間におけるリース取引

残高は前事業年度末に比べて著しい変動が認められていないため、記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月15日

ウェルネット株式会社 

取締役会 御中 

創研合同監査法人 

  
代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士 島貫 幸治  印 

  業務執行社員  公認会計士 北倉 隆一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルネット株

式会社の平成21年７月１日から平成22年６月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年10月１日から

平成21年12月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年７月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について

四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルネット株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 



  

  

  

  

  

   

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成23年２月10日

ウェルネット株式会社 

取締役会 御中 

創研合同監査法人 

  
代 表 社 員
業務執行社員

  公認会計士 本間  寛  印 

  業務執行社員  公認会計士 北倉 隆一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているウェルネット株

式会社の平成22年７月１日から平成23年６月30日までの第29期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年10月１日から平

成22年12月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年７月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行っ

た。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ウェルネット株式会社の平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了

する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適

正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

追記情報 

 １．会計処理基準に関する事項の変更に記載のとおり、会社は、オンラインビジネスサービスのうちＰＩＮオンライン

販売サービスの売上高と電子認証サービスのうち95bus.comサービスの売上高の計上については、従来の総額表示か

ら、売上高から仕入高を相殺のうえ、収益のみ純額表示する会計処理に変更している。 

 ２．会計処理基準に関する事項の変更に記載のとおり、会社は、役員退職慰労引当金については、内規に基づく期末要

支給額を計上する方法に変更している。  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

    ２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 




